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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザが本体装置に対する指令を入力する入力装置であって、
　その大きさを変更することが可能な平面を有するテーブル装置と；
　前記テーブル装置の平面の大きさに応じた複数の仮想キーの像を、前記テーブル装置の
平面上に投影する投影装置と；
　前記テーブル装置の平面からわずかに上側で、該平面に平行な仮想面を含み、平面状に
広がる赤外線を射出する赤外線装置と、前記テーブル装置の平面上に置かれたユーザの指
で反射された前記赤外線が入射し、前記テーブル装置の平面上における前記ユーザの指の
位置情報が含まれる信号を出力するカメラとを有し、前記テーブル装置の平面上に置かれ
たユーザの指の位置情報を非接触で検出する位置検出装置と；
　前記テーブル装置の平面の大きさから前記複数の仮想キーの像に関する情報を取得し、
該情報及び前記位置検出装置の検出結果に基づいて、前記複数の仮想キーのうち前記ユー
ザの指の位置に対応する仮想キーを検出するキー検出装置と；を備える入力装置。
【請求項２】
　前記投影装置は、前記テーブル装置の平面の大きさに応じて、前記テーブル装置の平面
上の投影領域の大きさを変更することを特徴とする請求項１に記載の入力装置。
【請求項３】
　前記投影装置は、前記投影領域の大きさを変更するための駆動機構を有することを特徴
とする請求項２に記載の入力装置。
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【請求項４】
　前記投影装置は、光源と、該光源から射出された光の光路上に配置された光学系と、該
光学系を介した前記光の光路上に配置された液晶パネルと、該液晶パネルで前記複数の仮
想キーの投影画像データに応じて変調された前記光を前記テーブル装置の平面上に拡大投
影する投影レンズと、互いに開口の大きさが異なる複数の絞りを有し、前記投影領域の大
きさに応じた前記絞りを前記投影レンズを介した前記光の光路上に配置する絞り機構とを
有することを特徴とする請求項２に記載の入力装置。
【請求項５】
　前記投影装置は、光源と、該光源から射出された光の光路上に配置された光学系と、該
光学系を介した前記光の光路上に配置された液晶パネルと、該液晶パネルで投影画像デー
タに応じて変調された前記光を前記テーブル装置の平面上に拡大投影する投影レンズとを
有し、前記投影領域の大きさを変更するためのマスクデータを前記複数の仮想キーの投影
画像データに付加し、前記液晶パネルに絞りの機能を付加することを特徴とする請求項２
に記載の入力装置。
【請求項６】
　前記投影装置は、前記テーブル装置の平面の大きさ毎に異なる仮想キーの像を投影する
ことを特徴とする請求項１～５のいずれか一項に記載の入力装置。
【請求項７】
　ユーザが入力する指令に基づいて画像を形成する画像形成装置であって、
　前記指令を入力するための請求項１～６のいずれか一項に記載の入力装置と；
　前記入力装置から入力された指令に基づいて画像を形成する装置本体と；を備える画像
形成装置。
【請求項８】
　前記入力装置の近傍における人の有無を検知する人感知センサを更に備え、
　前記入力装置は、前記人感知センサが人を検知したときに、稼働を開始することを特徴
とする請求項７に記載の画像形成装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、入力装置及び画像形成装置に係り、更に詳しくは、ユーザが本体装置に対す
る指令を入力する入力装置、及び該入力装置を備える画像形成装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　複写機やプリンタ装置などの画像形成装置では、ユーザがジョブを実行するための指令
を入力するための複数の入力キー、及び画像形成装置の状態、ユーザへの各種メッセージ
を表示するための表示部を有する操作パネルが設けられている。
【０００３】
　例えば、特許文献１には、ユーザの身長や車椅子使用の有無等の身体情報に応じて最適
な作業位置を求め、操作パネルが含まれる操作部と排紙トレイの高さを連動して昇降する
画像形成装置が開示されている。
【０００４】
　しかしながら、入力キーは機械的な機構を有しているため、使用頻度の高いキーが故障
するおそれがあった。そして、この場合には、操作パネル全体を取り替えなければならな
かった。
【０００５】
　ところで、特許文献２には、投影距離など設置条件が異なっても適切な大きさのキーボ
ードを投影可能な投影入力装置、及び該投影入力装置を備えた情報端末が開示されている
。
【０００６】
【特許文献１】特開２００５－０１０３９４号公報
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【特許文献２】特開２００７－２１９９６６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　最近の画像形成装置は多機能であり、多様な入力内容（入力メニュー）を有している。
そこで、特許文献２に開示されている投影入力装置を画像形成装置に用いると、操作性が
低下するという不都合があった。
【０００８】
　本発明は、かかる事情の下になされたもので、その第１の目的は、耐久性及び操作性に
優れた入力装置を提供することにある。
【０００９】
　本発明の第２の目的は、優れた耐久性及び操作性を有する画像形成装置を提供すること
にある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明は、第１の観点からすると、ユーザが本体装置に対する指令を入力する入力装置
であって、その大きさを変更することが可能な平面を有するテーブル装置と；前記テーブ
ル装置の平面の大きさに応じた複数の仮想キーの像を、前記テーブル装置の平面上に投影
する投影装置と；前記テーブル装置の平面からわずかに上側で、該平面に平行な仮想面を
含み、平面状に広がる赤外線を射出する赤外線装置と、前記テーブル装置の平面上に置か
れたユーザの指で反射された前記赤外線が入射し、前記テーブル装置の平面上における前
記ユーザの指の位置情報が含まれる信号を出力するカメラとを有し、前記テーブル装置の
平面上に置かれたユーザの指の位置情報を非接触で検出する位置検出装置と；前記テーブ
ル装置の平面の大きさから前記複数の仮想キーの像に関する情報を取得し、該情報及び前
記位置検出装置の検出結果に基づいて、前記複数の仮想キーのうち前記ユーザの指の位置
に対応する仮想キーを検出するキー検出装置と；を備える入力装置である。
【００１１】
　これによれば、従来よりも耐久性及び操作性を向上させることができる。
【００１２】
　本発明は、第２の観点からすると、ユーザが入力する指令に基づいて画像を形成する画
像形成装置であって、前記指令を入力するための本発明の入力装置と；前記入力装置から
入力された指令に基づいて画像を形成する装置本体と；を備える画像形成装置である。
【００１３】
　これによれば、本発明の入力装置を備えているため、従来よりも耐久性及び操作性を向
上させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下、本発明の一実施形態を図１～図２０に基づいて説明する。図１には、一実施形態
に係る画像形成装置としての複合機１００の外観が示されている。また、図２には、複合
機１００における制御関係のブロック図が示されている。なお、図２における矢印は、代
表的な信号や情報の流れを示すものであり、各ブロックの接続関係の全てを表すものでは
ない。
【００１５】
　複合機１００は、入力ユニット１０７、ＡＤＦ／スキャナ・ユニット１１８、投影テー
ブル装置１０８、プリンタ１０５、用紙トレイ１０６、排紙トレイ１０４、人感知センサ
１１４、操作パネル表示器１０２、ＩＤ読取装置１２３、メモリ１２４、本体制御装置１
１５などを有している。
【００１６】
　そして、入力ユニット１０７は、投影装置１０９、ＣＭＯＳカメラ１１０、赤外線装置
１１１、入力ユニット制御装置１１６などを有している。
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【００１７】
　また、ＡＤＦ／スキャナ・ユニット１１８は、自動原稿搬送装置（Ａｕｔｏ　Ｄｏｃｕ
ｍｅｎｔ　Ｆｅｅｄｅｒ、以下「ＡＤＦ」という）１０１、ＡＤＦ持上センサ１２１、原
稿センサ１２２、スキャナ１０３、ＡＤＦ／スキャナ・ユニット制御装置１２０などを有
している。
【００１８】
　ＡＤＦ１０１は、スキャナ１０３の上側（＋Ｚ側）であって、複合機１００における最
も上の位置（＋Ｚ側の端部）に配置されている。ＡＤＦ１０１は、複数枚の原稿をセット
可能な原稿載置部を有し、該原稿載置部にセットされた原稿を１枚ずつスキャナ１０３の
上面（ガラス面）に搬送する。
【００１９】
　原稿センサ１２２は、ＡＤＦ１０１の原稿載置部に原稿がセットされているか否かを検
知するセンサである。原稿センサ１２２の出力信号は、ＡＤＦ／スキャナ・ユニット制御
装置１２０に供給される。
【００２０】
　ＡＤＦ１０１は、スキャナ１０３に対して分離することができる。具体的には、ＡＤＦ
１０１は＋Ｘ側の端部のみが固定されており、ＡＤＦ１０１の－Ｘ側の端部を持ち上げる
ことにより、ＡＤＦ１０１は＋Ｘ側の端部を軸として回動するようになっている。そこで
、例えば、製本された原稿を複写する場合には、ＡＤＦ１０１をスキャナ１０３に対して
分離し、スキャナ１０３の上面（ガラス面）に原稿を載せることができる。
【００２１】
　ＡＤＦ持上センサ１２１は、ＡＤＦ１０１がスキャナ１０３に対して分離されているか
、すなわちＡＤＦ１０１が持ち上げられているか否かを検知するセンサである。ＡＤＦ持
上センサ１２１の出力信号は、ＡＤＦ／スキャナ・ユニット制御装置１２０に供給される
。
【００２２】
　ＡＤＦ／スキャナ・ユニット制御装置１２０は、原稿センサ１２２の出力信号、ＡＤＦ
持上センサ１２１の出力信号、及び本体制御装置１１５の指示に基づいて、ＡＤＦ１０１
及びスキャナ１０３を制御する。
【００２３】
　スキャナ１０３は、上面（ガラス面）に載置されている原稿の画像情報を読み取る。こ
こで読み取られた画像情報は、複合機１００が複写機として機能する場合にはプリンタ１
０５に送られる。なお、このとき、画像情報は、スキャナ１０３からプリンタ１０５に直
接送られても良いし、ＡＤＦ／スキャナ・ユニット制御装置１２０あるいは本体制御装置
１１５を介してプリンタ１０５に送られても良い。また、複合機１００がスキャナ機とし
て機能する場合には、ここで読み取られた画像情報は、メモリ１２４に格納される。なお
、このとき、画像情報は、スキャナ１０３からメモリ１２４に直接送られても良いし、Ａ
ＤＦ／スキャナ・ユニット制御装置１２０あるいは本体制御装置１１５を介してメモリ１
２４に送られても良い。
【００２４】
　人感知センサ１１４は、複合機１００の正面（前面、－Ｘ側）に人が立っているか否か
を検知するセンサである。人感知センサ１１４の出力信号は、本体制御装置１１５に供給
される。
【００２５】
　操作パネル表示器１０２は、本体制御装置１１５の指示に基づいて、各種メッセージな
どを表示する。
【００２６】
　ＩＤ読取装置１２３は、ユーザがユーザＩＤを入力するのに用いられる。ユーザＩＤが
入力されると、該ユーザＩＤは本体制御装置１１５に通知される。なお、ユーザＩＤは、
キー入力方式で入力されても良いし、カードリーダによるＩＤカードの接触あるいは非接
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触読み取り方式で入力されても良い。
【００２７】
　メモリ１２４には、仮想キーに関する情報を含むユーザ情報がユーザＩＤ毎に格納され
ている。
【００２８】
　用紙トレイ１０６には、印刷用紙が格納されている。
【００２９】
　プリンタ１０５は、用紙トレイ１０６から印刷用紙を取り出し、複合機１００が複写機
として機能する場合には、スキャナ１０３が読み取った画像情報を印刷する。また、複合
機１００がプリンタ機として機能する場合には、上位装置（例えば、パソコン）からの画
像情報を印刷する。
【００３０】
　排紙トレイ１０４には、プリンタ１０５によって画像情報が印刷された印刷用紙が保持
される。
【００３１】
　投影テーブル装置１０８は、複合機１００の正面側であって、ユーザが立った状態で楽
に指を乗せることができる位置に配置されている。
【００３２】
　この投影テーブル装置１０８は、一例として図３（Ａ）及び図３（Ｂ）に示されるよう
に、その内部に空間を有する第１のテーブル１０８ａ、該第１のテーブル１０８ａの内部
に収納可能な第２のテーブル１０８ｂ、該第２のテーブル１０８ｂをＸ軸方向に駆動する
テーブル駆動装置１２９を有している。なお、第１のテーブル１０８ａと第２のテーブル
１０８ｂを区別する必要がないとき、以下では、単に「テーブル」という。
【００３３】
　第２のテーブル１０８ｂの－Ｙ側の側面における＋Ｘ側の端部には、突起１２６が設け
られている。
【００３４】
　第１のテーブル１０８ａの内部におけるＹ軸方向の両端部には、Ｘ軸方向に延びるレー
ル１２５がそれぞれ設けられている。そして、第２のテーブル１０８ｂは、各レール１２
５上に載置されている。
【００３５】
　また、第１のテーブル１０８ａの－Ｙ側の側面における－Ｘ側の端部及び＋Ｘ側の端部
には突起１２６の接触を検知する突起センサ１２８ａ及び突起センサ１２８ｂが設けられ
ている。
【００３６】
　ここでは、第２のテーブル１０８ｂが、第１のテーブル１０８ａの内部から引き出され
る際に、所定の引き出し位置に達すると、突起１２６が突起センサ１２８ａに接触するよ
うに設定されている。また、第２のテーブル１０８ｂが、第１のテーブル１０８ａの内部
に収納される際に、所定の収納位置に達すると、突起１２６が突起センサ１２８ｂに接触
するように設定されている。
【００３７】
　各突起センサの出力信号は、入力ユニット制御装置１１６に供給される。
【００３８】
　テーブル駆動装置１２９は、入力ユニット制御装置１１６の指示に基づいて、第２のテ
ーブル１０８ｂを駆動する。
【００３９】
　すなわち、投影テーブル装置１０８では、一例として図４及び図５に示されるように、
テーブルの大きさを変更することができる。
【００４０】
　入力ユニット１０７は、投影テーブル装置１０８の＋Ｘ側に配置されている。ここでは
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、一例として図６に示されるように、投影装置１０９、ＣＭＯＳカメラ１１０、及び赤外
線装置１１１は、それぞれ所定の位置関係で筐体内に保持されている。
【００４１】
　投影装置１０９は、筐体内における＋Ｚ側端部に配置され、投影テーブル装置１０８の
テーブル上に仮想キー画像を投影する投影機１０９ａ、該投影機１０９ａを回動してテー
ブル上における仮想キー画像が投影される領域（以下では、便宜上、単に「投影領域」と
もいう）の大きさを変更する投影駆動機構１０９ｂを有している。
【００４２】
　投影機１０９ａは、一例として図７に示されるように、光源装置１０９１、コリメート
光学系１０９２、インテグレータ光学系１０９３、液晶パネル１０９４、投影レンズ１０
９５などを備えている。
【００４３】
　光源装置１０９１から出力された光は、コリメート光学系１０９２及びインテグレータ
光学系１０９３を介して液晶パネル１０９４に入射する。
【００４４】
　液晶パネル１０９４に入射した光は、投影画像データに応じて変調され、投影レンズ１
０９５でテーブル上に拡大投影される。
【００４５】
　なお、各光学系は、テーブル上に投影された画像が、ゆがみやぼけの少ない画像となる
ように調整されている。
【００４６】
　図８（Ａ）には、第２のテーブル１０８ｂが第１のテーブル１０８ａの内部に収納され
ているときの投影領域が示されている。そして、図８（Ｂ）には、そのときに投影される
仮想キー画像の一例が示されている。
【００４７】
　図９（Ａ）には、第２のテーブル１０８ｂが第１のテーブル１０８ａの内部から引き出
されているときの投影領域が示されている。そして、図９（Ｂ）には、そのときに投影さ
れる仮想キー画像の一例が示されている。
【００４８】
　なお、図８（Ｂ）及び図９（Ｂ）に示されている仮想キー画像における各仮想キーは、
従来の複合機における入力キーと同様な意味を有している。例えば、「Ｃｏｐｙ」は複写
機として動作することを指示する仮想キーであり、「Ｓｃａｎｎｅｒ」はスキャナ機とし
て動作することを指示する仮想キーである。また、「Ｐｒｉｎｔｅｒ」はプリンタ機とし
て動作することを指示する仮想キーであり、「Ｆａｘ」はファックス機として動作するこ
とを指示する仮想キーである。そして、「Ｒｅｓｅｔ」はそれまでに入力された内容のキ
ャンセルを指示する仮想キーであり、「Ｓｔａｒｔ」は動作開始を指示する仮想キーであ
り、「Ｓｔｏｐ」は動作停止を指示する仮想キーである。さらに、「０」～「９」、「．
／＊」、「♯」はいわゆるテンキーに対応する仮想キーである。また、「ＵｓｅｒＴｏｏ
ｌ」は複合機１００の初期設定やカウンタ値をみるモードに入るための仮想キーであり、
「Ｅｘｐａｎｓｉｏｎ」はテーブルの大きさを変更するための仮想キーである。そして、
「Ｆｕｎｃｔｉｏｎ１」～「Ｆｕｎｃｔｉｏｎ１１」はドキュメントボックス（文書蓄積
）やログイン／ログアウトなどのための仮想キーである。
【００４９】
　赤外線装置１１１は、筐体内における－Ｚ側端部に配置され、赤外線を射出する光源１
１１ａ、該光源１１１ａからの赤外線の光路を折り曲げる反射ミラー１１１ｂを有してい
る。ここでは、図１０（Ａ）に示されるように、赤外線は、光源１１１ａから－Ｚ方向に
射出された後、その光路が反射ミラー１１１ｂによって－Ｘ方向に折り曲げられる。光源
１１１ａから射出される赤外線は発散光であるため、入力ユニット１０７から出力された
赤外線は、テーブルの表面に近接した空間を、テーブルの表面に平行な方向に広がりなが
ら進行する。ここでは、入力ユニット１０７から出力された赤外線は、一例として図１０
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（Ｂ）に示されるように、Ｚ軸方向から見たときに、投影領域のほぼ全てをカバーしてい
る。
【００５０】
　ＣＭＯＳカメラ１１０は、筐体内における投影装置１０９と赤外線装置１１１との間に
配置され、一例として図１１に示されるように、テーブル上にユーザの指１３０が置かれ
たときに、その指１３０で反射した赤外線が入射するようになっている。ＣＭＯＳカメラ
１１０は、赤外線が入射すると、指１３０の位置に対応する情報を含む信号を出力する。
ＣＭＯＳカメラ１１０の出力信号は、入力ユニット制御装置１１６に供給される。
【００５１】
　ＡＤＦ／スキャナ・ユニット制御装置１２０は、ＣＰＵ（ＣＰＵ１２０ａという）及び
該ＣＰＵ１２０ａにて解読可能なコードで記述されたプログラム及び各種データが格納さ
れているメモリ（メモリ１２０ｂという）を有している。このＡＤＦ／スキャナ・ユニッ
ト制御装置１２０の動作を図１２のフローチャートを用いて説明する。図１２は、ＣＰＵ
１２０ａによって実行される一連の処理アルゴリズムに対応している。
【００５２】
　電源が投入されると、メモリ１２０ｂに格納されている図１２のフローチャートに対応
するプログラムの開始アドレスがＣＰＵ１２０ａのプログラムカウンタにセットされ、処
理が開始される。
【００５３】
　なお、ここでは、本体制御装置１１５との通信は、送受信とも割り込み処理（受信割り
込み処理、送信割り込み処理）で行われるものとする。そして、本体制御装置１１５から
通知があったときには、受信割り込み処理において対応する受信フラグがセットされるよ
うになっている。
【００５４】
　最初のステップＳ４０１では、ＡＤＦ持上センサ１２１の出力信号を取得する。
【００５５】
　次のステップＳ４０３では、ＡＤＦ持上センサ１２１の出力信号に基づいて、ＡＤＦ１
０１がユーザによって持ち上げられたか否かを判断する。ＡＤＦ持上センサ１２１が、「
持ち上げ検知」の状態であれば、ここでの判断は肯定され、ステップＳ４０５に移行する
。
【００５６】
　このステップＳ４０５では、「ＡＤＦ１０１が持ち上げられた」ことを本体制御装置１
１５に通知する。そして、ステップＳ４０７に移行する。
【００５７】
　このステップＳ４０７では、原稿センサ１２２の出力信号を取得する。
【００５８】
　次のステップＳ４０９では、原稿センサ１２２の出力信号に基づいて、原稿がＡＤＦ１
０１の原稿載置部にセットされているか否かを判断する。原稿センサ１２２が「セット検
知」の状態であれば、ここでの判断は肯定され、ステップＳ４１１に移行する。
【００５９】
　このステップＳ４１１では、「原稿がセットされた」ことを本体制御装置１１５に通知
する。そして、ステップＳ４１３に移行する。
【００６０】
　このステップＳ４１３では、受信フラグを参照し、本体制御装置１１５から「スキャン
要求」があったか否かを判断する。本体制御装置１１５から「スキャン要求」があれば、
ここでの判断は肯定され、ステップＳ４１５に移行する。なお、本体制御装置１１５から
の「スキャン要求」の受信フラグは、ここでリセットされる。
【００６１】
　このステップＳ４１５では、ＡＤＦ持上センサ１２１の出力信号に基づいて、ＡＤＦ１
０１がユーザによって持ち上げられているか否かを判断する。ＡＤＦ持上センサ１２１が
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、「持ち上げ未検知」の状態であれば、ここでの判断は否定され、ステップＳ４１７に移
行する。
【００６２】
　このステップＳ４１７では、ＡＤＦ１０１に駆動開始を指示する。これにより、原稿載
置部にセットされている原稿がスキャナ１０３の上面（ガラス面）に搬送される。なお、
原稿が複数枚あるときには、直前に搬送した原稿のスキャナ１０３での読み取りが完了し
てから、次の原稿がスキャナ１０３に搬送される。
【００６３】
　次のステップＳ４１９では、スキャナ１０３に駆動開始を指示する。これにより、上面
（ガラス面）に載置されている原稿の画像情報が読み取られる。そして、すべての原稿の
読み取りが完了すると、上記ステップＳ４０１に戻る。
【００６４】
　なお、上記ステップＳ４０３において、ＡＤＦ持上センサ１２１が「持ち上げ未検知」
の状態であれば、ステップＳ４０３での判断は否定され、上記ステップＳ４０７に移行す
る。
【００６５】
　また、上記ステップＳ４０９において、原稿センサ１２２が「セット未検知」の状態で
あれば、ステップＳ４０９での判断は否定され、上記ステップＳ４１３に移行する。
【００６６】
　また、上記ステップＳ４１３において、本体制御装置１１５から「スキャン要求」がな
ければ、ステップＳ４１３での判断は否定され、上記ステップＳ４０１に戻る。
【００６７】
　また、上記ステップＳ４１５において、ＡＤＦ持上センサ１２１が、「持ち上げ検知」
の状態であれば、ステップＳ４１５での判断は肯定され、上記ステップＳ４１９に移行す
る。
【００６８】
　本体制御装置１１５は、ＣＰＵ（ＣＰＵ１１５ａという）及び該ＣＰＵ１１５ａにて解
読可能なコードで記述されたプログラム及び各種データが格納されているメモリ（メモリ
１１５ｂという）を有している。この本体制御装置１１５の「キー入力に関する動作」を
図１３及び図１４のフローチャートを用いて説明する。図１３及び図１４は、「キー入力
に関する動作」処理において、ＣＰＵ１１５ａによって実行される一連の処理アルゴリズ
ムに対応している。
【００６９】
　電源が投入されると、メモリ１１５ｂに格納されているプログラムの開始アドレスがＣ
ＰＵ１１５ａのプログラムカウンタにセットされ、本体制御装置１１５の動作が開始され
る。そして、「キー入力に関する動作」が要求されたときに、図１３及び図１４のフロー
チャートに対応するプログラム（サブルーチンあるいはモジュール）が呼び出される。
【００７０】
　なお、ここでは、入力ユニット制御装置１１６、ＡＤＦ／スキャナ・ユニット制御装置
１２０及びＩＤ読取装置１２３との通信は、いずれも送受信とも割り込み処理（受信割り
込み処理、送信割り込み処理）で行われるものとする。そして、入力ユニット制御装置１
１６、ＡＤＦ／スキャナ・ユニット制御装置１２０及びＩＤ読取装置１２３から通知があ
ったときには、受信割り込み処理において対応する受信フラグがセットされるようになっ
ている。
【００７１】
　最初のステップＳ５０１では、タイマカウンタＡをリセットする。このタイマカウンタ
Ａは、タイマ割り込み処理でカウントアップされるようになっている。
【００７２】
　次のステップＳ５０３では、人感知センサ１１４の出力信号を取得する。
【００７３】
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　次のステップＳ５０５では、人感知センサ１１４の出力信号に基づいて、人感知センサ
１１４が人を検知したか否かを判断する。人感知センサ１１４が「未検知」の状態であれ
ば、ここでの判断は否定され、ステップＳ５０７に移行する。
【００７４】
　このステップＳ５０７では、受信フラグを参照し、ＡＤＦ１０１が持ち上げられたか否
かを判断する。ＡＤＦ／スキャナ・ユニット制御装置１２０からの「ＡＤＦ１０１が持ち
上げられた」という通知がなければ、ここでの判断は否定され、ステップＳ５０９に移行
する。
【００７５】
　このステップＳ５０９では、受信フラグを参照し、ＡＤＦ１０１の原稿載置部に原稿が
セットされているか否かを判断する。ＡＤＦ／スキャナ・ユニット制御装置１２０からの
「原稿がセットされた」という通知がなければ、ここでの判断は否定され、ステップＳ５
１１に移行する。
【００７６】
　このステップＳ５１１では、上記タイマカウンタＡを参照し、タイムアウトか否かを判
断する。タイマカウンタＡの値が所定の値以下であれば、ここでの判断は否定され、上記
ステップＳ５０３に戻る。
【００７７】
　一方、上記ステップＳ５０５において、人感知センサ１１４が「検知」の状態であれば
、ステップＳ５０５での判断は肯定され、ステップＳ５１３に移行する。
【００７８】
　また、上記ステップＳ５０７において、ＡＤＦ／スキャナ・ユニット制御装置１２０か
らの「ＡＤＦ１０１が持ち上げられた」という通知があれば、ステップＳ５０７での判断
は肯定され、ステップＳ５１３に移行する。なお、「ＡＤＦ１０１が持ち上げられた」と
いう通知の受信フラグは、ここでリセットされる。
【００７９】
　また、上記ステップＳ５０９において、ＡＤＦ／スキャナ・ユニット制御装置１２０か
らの「原稿がセットされた」という通知があれば、ステップＳ５０９での判断は肯定され
、ステップＳ５１３に移行する。なお、「原稿がセットされた」という通知の受信フラグ
は、ここでリセットされる。
【００８０】
　このステップＳ５１３では、操作パネル表示器１０２にユーザＩＤの入力を要求するメ
ッセージを表示させる。
【００８１】
　次のステップＳ５１５では、タイマカウンタＢをリセットする。このタイマカウンタＢ
は、タイマ割り込み処理でカウントアップされるようになっている。
【００８２】
　次のステップＳ５１７では、受信フラグを参照し、ユーザＩＤが入力されたか否かを判
断する。ＩＤ読取装置１２３からユーザＩＤの通知がなければ、ここでの判断は否定され
、ステップＳ５１９に移行する。
【００８３】
　このステップＳ５１９では、上記タイマカウンタＢを参照し、タイムアウトか否かを判
断する。タイマカウンタＢの値が所定の値以下であれば、ここでの判断は否定され、上記
ステップＳ５１７に戻る。一方、タイマカウンタＢの値が上記所定の値を超えていれば、
ここでの判断は肯定され、上記ステップＳ５０１に戻る。
【００８４】
　なお、上記ステップＳ５１７において、ＩＤ読取装置１２３からユーザＩＤの通知があ
れば、ステップＳ５１７での判断は肯定され、ステップＳ５５１に移行する。なお、ユー
ザＩＤの通知の受信フラグは、ここでリセットされる。
【００８５】
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　このステップＳ５５１では、メモリ１２４に格納されているユーザ情報を参照し、通知
されたユーザＩＤに対応する仮想キー情報を取得する。ここでは、仮想キー情報として、
仮想キーの種類、配置、各仮想キーの大きさ、第２のテーブル１０８ｂの有無などを特定
することができる仮想キー番号が取得される。
【００８６】
　次のステップＳ５５３では、取得された仮想キー情報を入力ユニット制御装置１１６に
通知する。
【００８７】
　次のステップＳ５５５では、操作パネル表示器１０２にキー入力が可能であることを示
すメッセージを表示させる。
【００８８】
　次のステップＳ５５７では、入力ユニット制御装置１１６から「タイムアウト」の通知
があったか否かを判断する。入力ユニット制御装置１１６から「タイムアウト」の通知が
なければ、ここでの判断は否定され、ステップＳ５５９に移行する。
【００８９】
　このステップＳ５５９では、入力ユニット制御装置１１６から「キー・データ」の通知
があったか否かを判断する。入力ユニット制御装置１１６から「キー・データ」の通知が
なければ、ここでの判断は否定され、ステップＳ５６３に移行する。
【００９０】
　このステップＳ５６３では、人感知センサ１１４の出力信号を取得する。
【００９１】
　次のステップＳ５６５では、人感知センサ１１４の出力信号に基づいて、人感知センサ
１１４が人を検知したか否かを判断する。人感知センサ１１４が「未検知」の状態であれ
ば、ここでの判断は否定されステップＳ５６７に移行する。
【００９２】
　このステップＳ５６７では、所定時間待機する。
【００９３】
　次のステップＳ５６９では、人感知センサ１１４の出力信号を再度取得する。
【００９４】
　次のステップＳ５７１では、人感知センサ１１４の出力信号に基づいて、人感知センサ
１１４が人を検知したか否かを判断する。人感知センサ１１４が「未検知」の状態であれ
ば、ここでの判断は否定されステップＳ５７３に移行する。
【００９５】
　このステップＳ５７３では、ユーザのキー入力が終了したと判断し、「キー入力の終了
」を入力ユニット制御装置１１６に通知する。そして、「キー入力に関する動作」を終了
し、他の処理あるいは動作に移行する。
【００９６】
　なお、上記ステップＳ５１１において、タイマカウンタＡの値が所定の値を超えていれ
ば、ステップＳ５１１での判断は肯定され、上記ステップＳ５７３に移行する。
【００９７】
　また、上記ステップＳ５５７において、入力ユニット制御装置１１６から「タイムアウ
ト」の通知があれば、ステップＳ５５７での判断は肯定され、上記ステップＳ５０１に戻
る。なお、「タイムアウト」の通知の受信フラグは、ここでリセットされる。
【００９８】
　また、上記ステップＳ５６５において、人感知センサ１１４が「検知」の状態であれば
、ステップＳ５６５での判断は肯定され、上記ステップＳ５５７に戻る。
【００９９】
　同様に、上記ステップＳ５７１において、人感知センサ１１４が「検知」の状態であれ
ば、ステップＳ５７１での判断は肯定され、上記ステップＳ５５７に戻る。
【０１００】
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　また、上記ステップＳ５５９において、入力ユニット制御装置１１６から「キー・デー
タ」の通知があれば、ステップＳ５５９での判断は肯定され、ステップＳ５７５に移行す
る。なお、「キー・データ」の通知の受信フラグは、ここでリセットされる。
【０１０１】
　このステップＳ５７５では、キー・データが「Ｓｔａｒｔ」キーであるか否かが判断さ
れる。キー・データが「Ｓｔａｒｔ」キーであれば、ここでの判断は肯定され、ステップ
Ｓ５７７に移行する。
【０１０２】
　このステップＳ５７７では、原稿のスキャンが必要であるか否かが判断される。例えば
、複合機１００が複写機あるいはスキャナ機として動作するように設定されている場合に
は、ここでの判断は肯定され、ステップＳ５７９に移行する。
【０１０３】
　このステップＳ５７９では、「スキャン要求」をＡＤＦ／スキャナ・ユニット制御装置
１２０に通知する。
【０１０４】
　次のステップＳ５８１では、キー・データに応じた条件の設定、あるいは、キー・デー
タに応じた処理を行う。そして、上記ステップＳ５５７に戻る。
【０１０５】
　一方、上記ステップＳ５７５において、キー・データが「Ｓｔａｒｔ」キーでなければ
、ステップＳ５７５での判断は否定され、上記ステップＳ５８１に移行する。このとき、
ステップＳ５８１では、キー・データが「Ｃｏｐｙ」キーであれば、複合機１００が複写
機として動作するように設定される。また、キー・データが「Ｓｃａｎｎｅｒ」キーであ
れば、複合機１００がスキャナ機として動作するように設定される。さらに、キー・デー
タが「Ｐｒｉｎｔｅｒ」キーであれば、複合機１００がプリンタ機として動作するように
設定される。
【０１０６】
　また、上記ステップＳ５７７において、例えば、複合機１００がプリンタ機として動作
するように設定されている場合には、ステップＳ５７７での判断は否定され、上記ステッ
プＳ５８１に移行する。
【０１０７】
　入力ユニット制御装置１１６は、ＣＰＵ（ＣＰＵ１１６ａという）及び該ＣＰＵにて解
読可能なコードで記述されたプログラム及び各種データが格納されているメモリ（メモリ
１１６ｂという）を有している。この入力ユニット制御装置１１６の動作を図１５及び図
１６のフローチャートを用いて説明する。図１５及び図１６は、入力ユニット制御装置１
１６のＣＰＵによって実行される一連の処理アルゴリズムに対応している。電源が投入さ
れると、メモリ１１６ｂに格納されている図１５及び図１６のフローチャートに対応する
プログラムの開始アドレスがＣＰＵ１１６ａのプログラムカウンタにセットされ、処理が
開始される。
【０１０８】
　なお、ここでは、本体制御装置１１５との通信は、送受信とも割り込み処理（受信割り
込み処理、送信割り込み処理）で行われるものとする。そして、本体制御装置１１５から
通知があったときには、受信割り込み処理において対応する受信フラグがセットされるよ
うになっている。
【０１０９】
　最初のステップＳ６０１では、受信フラグを参照し、本体制御装置１１５から「仮想キ
ー情報」の通知があったか否かが判断される。本体制御装置１１５から「仮想キー情報」
の通知があったときは、ここでの判断は肯定され、ステップＳ６０３に移行する。なお、
「仮想キー情報」の通知の受信フラグは、ここでリセットされる。
【０１１０】
　このステップＳ６０３では、仮想キー情報に応じて、仮想キーの種類、配置、各仮想キ



(12) JP 5015072 B2 2012.8.29

10

20

30

40

50

ーの大きさ、第２のテーブル１０８ｂの有無などを特定する。ここでは、メモリ１１６ｂ
に、仮想キー番号毎に、仮想キーの種類、配置、各仮想キーの大きさ、第２のテーブル１
０８ｂの有無などを含む投影データが予め格納されており、仮想キー番号で投影データを
検索、抽出することが可能である。
【０１１１】
　このステップＳ６０５では、投影データに基づいて、投影テーブル装置１０８における
第２のテーブル１０８ｂが必要であるか否かを判断する。第２のテーブル１０８ｂが必要
でなければ、ここでの判断は否定され、ステップＳ６０７に移行する。
【０１１２】
　このステップＳ６０７では、テーブル駆動装置１２９に指示して、第２のテーブル１０
８ｂを第１のテーブル１０８ａの内部に収納する（図１７参照）。ここでは、突起センサ
１２８ｂが第２のテーブル１０８ｂの突起１２６に接触するまで、第２のテーブル１０８
ｂを＋Ｘ方向に移動させる。なお、すでに第２のテーブル１０８ｂが第１のテーブル１０
８ａの内部に収納されているときは、何もしない。
【０１１３】
　次のステップＳ６０９では、投影駆動機構１０９ｂに指示して、テーブル上における投
影領域の大きさを「小」に設定する。
【０１１４】
　次のステップＳ６１５では、投影データに基づいて、投影画像データを投影装置１０９
に出力する。
【０１１５】
　次のステップＳ６１７では、投影装置１０９に投影を指示する。ここでは、一例として
図１８に示されるように、第１のテーブル１０８ａ上に仮想キー画像が投影される。
【０１１６】
　次のステップＳ６１９では、赤外線装置１１１に赤外線の射出を指示する。
【０１１７】
　次のステップＳ６２１では、ＣＭＯＳカメラ１１０をオンにする。このとき、キー確定
フラグをリセットする。
【０１１８】
　次のステップＳ６２３では、タイマカウンタａをリセットする。このタイマカウンタａ
は、タイマ割り込み処理でカウントアップされるようになっている。
【０１１９】
　次のステップＳ６２５では、ＣＭＯＳカメラ１１０の出力信号に基づいて、ＣＭＯＳカ
メラ１１０が赤外線の反射光を受光したか否かを判断する。ＣＭＯＳカメラ１１０が赤外
線の反射光を受光していなければ、ここでの判断は否定されて、ステップＳ６２７に移行
する。
【０１２０】
　このステップＳ６２７では、上記タイマカウンタａを参照し、タイムアウトか否かを判
断する。タイマカウンタａの値が所定の値以下であれば、ここでの判断は否定され、上記
ステップＳ６２５に戻る。一方、タイマカウンタａの値が上記所定の値を超えていれば、
ここでの判断は肯定され、ステップＳ６２９に移行する。
【０１２１】
　このステップＳ６２９では、本体制御装置１１５に「タイムアウト」を通知する。そし
て、上記ステップＳ６０１に戻る。
【０１２２】
　なお、上記ステップＳ６０１において、本体制御装置１１５から「仮想キー情報」の通
知がなければ、ステップＳ６０１での判断は否定され、本体制御装置１１５から「仮想キ
ー情報」の通知があるまで待機する。
【０１２３】
　また、上記ステップＳ６０５において、第２のテーブル１０８ｂが必要であれば、ステ
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ップＳ６０５での判断は肯定され、ステップＳ６１１に移行する。
【０１２４】
　このステップＳ６１１では、テーブル駆動装置１２９に指示して、第２のテーブル１０
８ｂを第１のテーブル１０８ａから引き出す（図１９参照）。ここでは、突起センサ１２
８ａが第２のテーブル１０８ｂの突起１２６に接触するまで、第２のテーブル１０８ｂを
－Ｘ方向に移動させる。なお、すでに第２のテーブル１０８ｂが第１のテーブル１０８ａ
から引き出されているときは、何もしない。
【０１２５】
　次のステップＳ６１３では、投影駆動機構１０９ｂに指示して、テーブル上における投
影領域の大きさを「大」に設定する。そして、上記ステップＳ６１５に移行する。このと
きは、上記ステップＳ６１７では、一例として図２０に示されるように、第１のテーブル
１０８ａ及び第２のテーブル１０８ｂ上に仮想キー画像が投影される。
【０１２６】
　さらに、上記ステップＳ６２５において、ＣＭＯＳカメラ１１０が赤外線の反射光を受
光していれば、ステップＳ６２５での判断は肯定されて、ステップＳ６５１に移行する。
【０１２７】
　このステップＳ６５１では、ＣＭＯＳカメラ１１０の出力信号に基づいて、ＣＭＯＳカ
メラ１１０における反射光の受光位置を求める。
【０１２８】
　次のステップＳ６５３では、所定時間待機する。
【０１２９】
　次のステップＳ６５５では、ＣＭＯＳカメラ１１０の出力信号に基づいて、ＣＭＯＳカ
メラ１１０における反射光の受光位置を再度求める。
【０１３０】
　次のステップＳ６５７では、上記ステップＳ６５１で求めた反射光の受光位置と上記ス
テップＳ６５５で求めた反射光の受光位置とが同じであるか否かを判断する。各受光位置
が同じであれば、ここでの判断は肯定され、ステップＳ６５９に移行する。なお、各受光
位置の差が所定の範囲内であれば、各受光位置は同じであるとみなす。
【０１３１】
　このステップＳ６５９では、投影データを参照し、上記反射光の受光位置に対応するキ
ー・データを調査する。なお、ＣＭＯＳカメラ１１０における反射光の受光位置とテーブ
ル上での指の位置との関係は、予め種々の予備実験で取得されており、該関係に関する情
報は、メモリ１１６ｂに格納されている。従って、ＣＭＯＳカメラ１１０における反射光
の受光位置から、テーブル上での指の位置を知ることができる。そして、テーブル上での
指の位置と投影データとから、指の位置に投影されている仮想キーの種類を知ることがで
きる。
【０１３２】
　次のステップＳ６６１では、反射光の受光位置に対応するキー・データがあるか否かを
判断する。反射光の受光位置に対応するキー・データがあると、ここでの判断は肯定され
、ステップＳ６６３に移行する。
【０１３３】
　このステップＳ６６３では、キー確定フラグがリセット状態であれば、反射光の受光位
置に対応する「キー・データ」を本体制御装置１１５に通知する。そして、キー確定フラ
グをセットする。
【０１３４】
　次のステップＳ６６５では、受信フラグを参照し、本体制御装置１１５から「キー入力
の終了」の通知があったか否かを判断する。「キー入力の終了」の通知がなければ、ここ
での判断は否定され、上記ステップＳ６２３に戻る。
【０１３５】
　なお、上記ステップＳ６５７において、各受光位置が違っていれば、ステップＳ６５７
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での判断は否定され、上記ステップＳ６２３に戻る。このとき、キー確定フラグをリセッ
トする。
【０１３６】
　また、上記ステップＳ６６１において、反射光の受光位置に対応するキー・データがな
いと、ステップＳ６６１での判断は否定され、上記ステップＳ６２３に戻る。このとき、
キー確定フラグをリセットする。
【０１３７】
　また、上記ステップＳ６６５において、「キー入力の終了」の通知があれば、ステップ
Ｓ６６５での判断は肯定され、ステップＳ６６７に移行する。なお、「キー入力の終了」
の通知の受信フラグは、ここでリセットされる。
【０１３８】
　このステップＳ６６７では、投影装置１０９に投影停止を指示する。
【０１３９】
　次のステップＳ６６９では、赤外線装置１１１に赤外線の射出停止を指示する。
【０１４０】
　次のステップＳ６７１では、ＣＭＯＳカメラ１１０をオフにする。そして、上記ステッ
プＳ６０１に戻る。
【０１４１】
　以上の説明から明らかなように、本実施形態に係る複合機１００では、投影テーブル装
置１０８と入力ユニット１０７とＩＤ読取装置１２３とによって入力装置が構成されてい
る。そして、赤外線装置１１１とＣＭＯＳカメラ１１０と入力ユニット制御装置１１６と
によって位置検出装置が構成されている。また、入力ユニット制御装置１１６によってキ
ー検出装置が構成されている。また、ＩＤ読取装置１２３によってユーザ情報入力部が構
成されている。
【０１４２】
　以上説明したように、本実施形態に係る複合機１００によると、その大きさを変更する
ことが可能なテーブルを有する投影テーブル装置１０８と、該テーブル上にテーブルの大
きさに応じた複数の仮想キーの像を投影する投影装置１０９と、テーブル上における複数
の仮想キーの像が投影される領域近傍に赤外線を射出する赤外線装置１１１と、テーブル
上に置かれたユーザの指で反射された赤外線が入射し、テーブル上におけるユーザの指の
位置情報が含まれる信号を出力するＣＭＯＳカメラ１１０と、複数の仮想キーの像に関す
る情報及びＣＭＯＳカメラ１１０の出力信号に基づいて、複数の仮想キーのうちユーザの
指の位置に対応する仮想キーを検出する入力ユニット制御装置１１６とを備えている。
【０１４３】
　この場合には、ユーザが複合機本体に対する指令を入力する際に、従来のような機械的
な機構部分を介さないため、耐久性を向上させることが可能となる。また、必要に応じて
テーブルの大きさを適切な大きさに変更することができるため、操作性を向上させること
が可能となる。
【０１４４】
　また、上記実施形態では、ユーザが複合機１００の前面に立つか、原稿のセットあるい
はその前動作（準備動作）を行うことにより、本体制御装置１１５での「キー入力に関す
る動作」が開始される。そこで、入力ユニット１０７は、必要なときのみ、投影装置１０
９、ＣＭＯＳカメラ１１０、赤外線装置１１１を稼働させることができ、省エネルギー化
を促進することができる。
【０１４５】
　また、上記実施形態では、ユーザＩＤに応じた複数の仮想キーが投影されるため、さら
に操作性を向上させることが可能となる。
【０１４６】
　なお、上記実施形態において、入力ユニット制御装置１１６で実行される処理の少なく
とも一部が、ハードウエアによって実行されても良い。
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【０１４７】
　また、上記実施形態において、本体制御装置１１５によって実行される上記「キー入力
に関する動作」の少なくとも一部が、入力ユニット制御装置１１６で実行されても良い。
例えば、ユーザＩＤに対応する仮想キー情報を取得する処理を、入力ユニット制御装置１
１６で行っても良い。
【０１４８】
　また、上記実施形態において、本体制御装置１１５によって実行される上記「キー入力
に関する動作」の少なくとも一部が、ハードウエアによって実行されても良い。
【０１４９】
　また、上記実施形態において、ＡＤＦ／スキャナ・ユニット制御装置１２０で実行され
る処理の少なくとも一部が、本体制御装置１１５によって実行されても良い。
【０１５０】
　また、上記実施形態において、ＡＤＦ／スキャナ・ユニット制御装置１２０で実行され
る処理の少なくとも一部が、ハードウエアによって実行されても良い。
【０１５１】
　また、上記実施形態では、第２のテーブル１０８ｂがテーブル駆動装置１２９によって
機械的に出し入れされる場合について説明したが、これに限らず、ユーザが手動で第２の
テーブル１０８ｂを出し入れしても良い。
【０１５２】
　また、上記実施形態では、テーブルの大きさが２種類の場合について説明したが、本発
明がこれに限定されるものではない。テーブルの大きさが３種類以上であっても良い。こ
のとき、第２のテーブル１０８ｂの出し入れの際に、複数段階の出し入れを可能としても
良い。
【０１５３】
　また、上記実施形態では、ユーザ毎に仮想キー情報が異なる場合について説明したが、
これに限定されるものではない。例えば、テーブルの大きさ毎に仮想キー情報が異なって
も良い。この場合には、手動で第２のテーブル１０８ｂが出し入れされた後、第２のテー
ブル１０８ｂの位置（Ｘ軸方向に関する位置）に応じて仮想キー情報を取得しても良い。
【０１５４】
　また、上記実施形態では、ＩＤ読取装置１２３を用いてユーザＩＤが入力される場合に
ついて説明したが、これに限定されるものではない。仮想キー情報を特定するための情報
が入力されても良い。例えば、ＩＤ読取装置１２３を用いて前記仮想キー番号が入力され
ても良い。
【０１５５】
　また、上記実施形態では、ユーザＩＤがＩＤ読取装置１２３を用いて入力される場合に
ついて説明したが、これに限定されるものではない。例えば、上位装置（例えば、パソコ
ン）からユーザＩＤが入力されても良い。
【０１５６】
　また、上記実施形態では、本体制御装置１１５は、「キー入力に関する動作」において
、人の検知、ＡＤＦの持ち上げ及び原稿のセットのいずれかのイベントが発生すると、次
の動作（上記実施形態ではステップＳ５１３）に移行する場合について説明したが、これ
に限らず、人の検知とともに、ＡＤＦの持ち上げ又は原稿のセットのイベントが発生した
ときに、次の動作に移行しても良い。
【０１５７】
　また、上記実施形態では、投影駆動機構１０９ｂを用いて投影領域の大きさを変更する
場合について説明したが、本発明がこれに限定されるものではない。例えば、投影駆動機
構１０９ｂに代えて、互いに開口の大きさが異なる複数の絞りを有し、投影領域の大きさ
に応じた適切な絞りを光路上（例えば、投影レンズ１０９５の後段）に配置する絞り機構
を用いても良い。また、投影領域の大きさに応じたマスクデータを前記投影画像データに
付加し、液晶パネル１０９４に絞りの機能を付加しても良い。
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【０１５８】
　また、上記実施形態におけるテーブル上に投影される仮想キーの種類、配置、大きさは
一例であり、これに限定されるものではない。
【０１５９】
　また、上記実施形態において、仮想キーの種類毎に色を変えても良い。この場合には、
前記液晶パネル１０９４に代えて、カラー対応の液晶パネルが用いられる。
【０１６０】
　また、上記実施形態では、画像形成装置が複合機の場合について説明したが、これに限
定されるものではない。例えば、画像形成装置が複写機であっても良い。要するに、ユー
ザが入力する指令に基づいて画像を形成する画像形成装置であれば良い。
【産業上の利用可能性】
【０１６１】
　以上説明したように、本発明の入力装置によれば、装置本体に対する指令をユーザが入
力するのに適している。また、本発明の画像形成装置によれば、ユーザの入力する指令に
基づいて画像を形成するのに適している。
【図面の簡単な説明】
【０１６２】
【図１】本発明の一実施形態に係る複合機の外観図である。
【図２】図１の複合機における制御関係を説明するためのブロック図である。
【図３】図３（Ａ）及び図３（Ｂ）は、それぞれ投影テーブル装置の構成を説明するため
の図である。
【図４】第２のテーブルが収納されているときの投影テーブル装置を説明するための図で
ある。
【図５】第２のテーブルが引き出されているときの投影テーブル装置を説明するための図
である。
【図６】入力ユニットを説明するための図である。
【図７】投影機を説明するための図である。
【図８】図８（Ａ）及び図８（Ｂ）は、それぞれ投影装置の作用を説明するための図（そ
の１）である。
【図９】図９（Ａ）及び図９（Ｂ）は、それぞれ投影装置の作用を説明するための図（そ
の２）である。
【図１０】図１０（Ａ）及び図１０（Ｂ）は、それぞれ赤外線装置の作用を説明するため
の図である。
【図１１】ＣＭＯＳカメラの作用を説明するための図である。
【図１２】ＡＤＦ／スキャナユニット制御装置の動作を説明するためのフローチャートで
ある。
【図１３】本体制御装置における「キー入力に関する動作」を説明するためのフローチャ
ート（その１）である。
【図１４】本体制御装置における「キー入力に関する動作」を説明するためのフローチャ
ート（その２）である。
【図１５】入力ユニット制御装置の動作を説明するためのフローチャート（その１）であ
る。
【図１６】入力ユニット制御装置の動作を説明するためのフローチャート（その２）であ
る。
【図１７】入力ユニット制御装置の動作を説明するための図（その１）である。
【図１８】入力ユニット制御装置の動作を説明するための図（その２）である。
【図１９】入力ユニット制御装置の動作を説明するための図（その３）である。
【図２０】入力ユニット制御装置の動作を説明するための図（その４）である。
【符号の説明】
【０１６３】
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　１００…複合機（画像形成装置）、１０１…ＡＤＦ（本体装置の一部）、１０３…スキ
ャナ（本体装置の一部）、１０５…プリンタ（本体装置の一部）、１０７…入力ユニット
（入力装置の一部）、１０８…投影テーブル装置（テーブル装置）、１０９…投影装置、
１０９ｂ…投影駆動機構（駆動機構）、１１０…ＣＭＯＳカメラ（カメラ）、１１１…赤
外線装置、１１４…人感知センサ、１１５…本体制御装置（本体装置の一部）、１１６…
入力ユニット制御装置（位置検出装置の一部、キー検出装置）、１２３…ＩＤ読取装置（
ユーザ情報入力部）。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】 【図２０】
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